
１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（注） 1 上記の数値は総務省の地方財政状況調査と同一基準に基づく数値です。
2 人件費には、特別職に支給される給料・報酬等を含みます。

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注） 1 職員手当には、退職手当は含みません。
2 職員数は、令和６年４月１日現在の人数です。また、暫定再任用職員（短時間勤務）及び定年前再任用短時間勤務職
員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）並びに会計年度任用職員を含みません。

3 職員数の（　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外数です。
4 給与費は総務省の地方財政状況調査と同一基準に基づく数値で、再任用短時間勤務職員分を含みますが、会計年度任
用職員分は含みません。

5 １人当たりの給与費の数値は、上記Ｂを再任用短時間勤務職員を含まない人数で除したものです。

（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注） 1 ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の行政一般職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）
を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００として計
算した指数です。

2 （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当
を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給割合を用いて補正した
ラスパイレス指数です。（補正前のラスパイレス指数×（１＋中央区の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に
基づく地域手当支給割合）により算出します。）

3 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。
4 ラスパイレス指数の算出に当たっては、60歳に達した日後の最初の４月１日以降に支給される給料月額について、本
来の給料月額の７割水準に設定される職員を除いています。

千円

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ

　　　　　　　　　　　％

（７年１月１日） Ａ Ｂ Ｂ/Ａ

6,189 6,7981,672(29) 5,355,291 2,257,124 2,736,089 10,348,504

給与費 Ｂ/Ａ １人当たり給与費

６年度 人 千円 千円　　　　　千円 千円 千円

中央区の給与・定員管理等について

区分 住民基本台帳人口 歳　出　額 実質収支 人　件　費 人件費率 （参考）

9.8

区分 職員数 給　　　　　　　　与　　　　　　　　費 １人当たり (参考)特別区平均

187,404 137,272,635 2,573,630 17,638,418 12.8

５年度の人件費率

６年度 人　　　　　　　　千円　　　　　千円　　　　　千円　　　　　　％
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（４）給与改定の状況

①月例給

　　　　　　　

（注）　｢民間給与｣、｢公務員給与｣は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額で
す。

②特別給

　　　　　　　

（注）　｢民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、｢公務員の支給月数」は期末手当及び勤
勉手当の年間支給月数です。

（５）社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施状況について

【概要】 　国家公務員給与においては、行政職俸給表(一)において３級から７級までの初号近辺の号俸をカットし、これらの
級の初号の俸給月額の引上げを行うとともに、８級から10級の隣接する級間での俸給月額の重なりの解消等を行って
いる。その他、各種手当について見直しを行っている。

①給料表の見直し

　[　実施　　未実施　]

　（給料表の改定実施時期）令和８年４月１日

　（内容） 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)について、国の見直し内容を踏まえ、以下のとおり改定した。
・５級　初号近辺の号給をカットし、初号の給料月額を引き上げた。
・６級　初号の給料月額を引き上げつつ、給料月額を刻みの大きい簡素な号給構成とした。

②地域手当の見直し

　（支給割合）　国基準と同様に、中央区、柏市、伊東市についてそれぞれ20％、８％、４％を支給。

　（実施時期）　令和７年４月１日より段階的に実施。

　（参　　考）

③その他の見直し内容

扶養手当について、国と同様に見直しを実施。（令和７年４月１日実施）
通勤手当及び管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（令和８年４月１日実施）

月 月

4.92 4.85 0.07 0.05 4.90 4.65

   支給月数 Ｂ Ａ－Ｂ （改定月数）

７年度 月 月 月 月

区分

人事委員会の勧告

年間支給月数

（参考）

　民間の    公務員の 較　差 勧　告
国の年間支給月数

　支給割合 Ａ

％ ％

406,322 391,462 　　　3.80　　％ 3.80 3.80 3.62

国の改定率
Ａ Ｂ Ａ－Ｂ （改定率）

７年度 円 円 　14,860　円 ％

区分

人事委員会の勧告

給与改定率

（参考）

民間給与 公務員給与 較　差 勧　告

各年度の支給割合
令和６年度 令和７年度

中央区

令和８年度
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円

（注） 1 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています（令和４～令和６年度の３カ年平
均）。民間データの廃棄物処理業・運搬・清掃・包装等従事者は全国平均、警備員・乗用自動車運転者は東京都平均です。

2 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているもので
はありません。

3 年収ベースの「公務員(Ｃ)」及び「民間(Ｄ)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては
前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

　　　③教育職（幼稚園教育職員）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注） 1 「平均給料月額」とは、令和７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての
諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。
また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手
当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

特別区平均 38.0 340,103 452,232

中　央　区 35.6 325,672 426,079

東　京　都 39.7 354,959 458,724

う ち そ の 他 技 能 労 務 職 5,308,720 ― ―

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

う ち 用 務 員 5,580,060 3,395,700 1.64

う ち 自 動 車 運 転 手 6,812,472 3,335,600 2.04

う ち 清 掃 職 員 6,455,032 4,457,900 1.45

う ち 守 衛 4,143,476 3,533,300 1.17

（Ｃ） （Ｄ）

中央区 ― ― ―

― ― ― ―

区　　分

参　　考

年収ベース（試算値）の比較

公務員 民　間
Ｃ/Ｄ

― ― ― ―

特別区平均 53.3歳 213人 285,018 387,770 349,295

― ― ― ―

国 51.3歳 1,703人 294,567

― ― ― ―

東京都 50.3歳 1,189人 289,995 391,360 357,218

―

乗 用 自 動 車 運 転 者 60.2歳 253,900 1.73

う ち そ の 他 技 能 労 務 職 44.3歳 42人 250,374 324,910 304,806

運搬・清掃・包装等従事者 49.0歳 251,000 1.39

う ち 自 動 車 運 転 手 60.1歳 5人 273,360 440,081 328,032

警 備 員 51.9歳 266,900 1.07

う ち 用 務 員 58.7歳 39人 276,541 349,680 336,877

産 業 物 廃 棄 業 48.0歳 320,600 1.24

う ち 守 衛 64.0歳 1人 227,500 284,648 273,000

― ― ― ―

う ち 清 掃 職 員 45.2歳 77人 275,647 398,136 339,370

中央区 48.6歳 167人 269,017 368,051 329,246

平均年齢
平均給与月額

Ａ/Ｂ
（Ａ） （国ベース） の類似職種 （Ｂ）

区　　分

公　務　員 民　　　間 参考

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額 平均給与月額

414,480

特別区平均 39.5 306,499 434,733 384,346

中央区 37.6 296,691 436,863 372,717

東京都 42.3 325,837 470,901 409,944

―

337,907

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国ベース）

対応する民間

国 41.9 332,237



（２）職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

円 円

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

（注）　経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいい、前歴のある場合は、採用後
の年数にその前歴を換算した年数を加算した年数をいいます。

３　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）一般行政職の級別職員数の状況（令和７年４月１日現在）

（注） 1 中央区職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

2 標準的な内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

3 （　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外数です。

4 構成比は級ごとに算出し四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

  

518,100 円
（0人） (0.0%)

457,100 円
（0人） (0.0%)

６　級 部長
19人 1.8%

379,400 円

431,000 円
(0人) (0.0%)

５　級 課長
49人 4.6%

303,500 円

408,800 円
(0人) (0.0%)

４　級 課長補佐
53人 5.0%

276,700 円

357,600 円
(7人) (70.0%)

３　級 係長・主査
204人 19.3%

254,100 円

323,900 円
(3人) (30.0%)

２　級 主任
221人 20.9%

231,500 円

１　級 係員
509人 48.2%

177,400 円

区　分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １号級の給料月額 最高号級の給料月額

363,233 370,833

技能労務職 高　校　卒 239,800 300,400 304,560 308,867

経験年数30年

一般行政職
大　学　卒 287,088 370,450 403,813 407,802

高　校　卒 247,329 351,400

（幼稚園教育職員） 短　大　卒 215,200 225,600 －

区　　　　分 経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年

技能労務職 高　校　卒 176,400 185,400 －

教　 育　 職 大　学　卒 233,000 241,700 －

国

一般行政職
大　学　卒 220,000 225,500 220,000

高　校　卒 182,000 188,000 188,000

区　　　　　分 中央区 東京都

１級 48.2% １級 47.0%
１級 43.5%

２級 20.9% ２級 21.7%
２級 23.4%

３級 19.3% ３級 19.4% ３級 20.6%

４級 5.0% ４級 5.2% ４級 5.3%

５級 4.6% ５級 4.9% ５級 5.3%

６級 1.8% ６級 1.8% ６級 1.9%
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令和７年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比



（２）国との給料表カーブ比較表（行政職（一））　（令和７年４月１日現在）

（３）昇給への勤務成績の反映状況

ロ.　人事評価を活用していない

　活用予定時期

　標準、下位の区分

　標準の区分のみ（一律）

　上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○

　上位、標準の区分 ○

イ.　人事評価を活用している ○ ○

　活用している昇給区分
昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

令和７年４月２日から令和８年４月１日までにおける運用 管理職員 一般職員

国10級

給

料

月

額

国９級

国８級

国７級

国６級

国５級

国４級

国３級

国２級

国１級

中央区 （R７）

国家公務員 （R７)

昇 給

（百円）



４　職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

千円 千円

（６年度支給割合） （６年度支給割合） （６年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算  5～20 ％ 　・役職加算  3～20 ％ 　・役職加算  5～20 ％

　・管理職加算 15～20 ％ 　・管理職加算 15～25 ％ 　・管理職加算 10～25 ％

（注） （　）内は、再任用職員の支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職員）

（２）退職手当（令和７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

 勤続２０年 月分 月分  勤続２０年 月分 月分

 勤続２５年 月分 月分  勤続２５年 月分 月分

 勤続３５年 月分 月分  勤続３５年 月分 月分

 最高限度額 月分 月分  最高限度額 月分 月分

/100

 その他の加算措置  その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（割増率 2～45％）

自己都合

 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注） 1 退職手当の１人当たりの平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額です。
2 「勧奨・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違によること
なく退職した場合を含む。

定年前早期退職者割増(2～20％)

4,710 20,937

39.75 47.70 39.7575 47.709

39.75 47.70 47.709 47.709

18.00 24.55 19.6695 24.586875

28.00 32.95 28.0395 33.27075

―

勧奨・定年

―

　活用予定時期

中央区 国

勧奨・定年

　標準の成績率のみ（一律）

ロ.　人事評価を活用していない

　上位、標準の成績率 ○

　標準、下位の成績率

　活用している成績率
支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

　上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○

令和６年度中における運用 管理職員 一般職員

イ.　人事評価を活用している ○ ○

(1.40) (1.15) (1.40) (1.15) (1.40) (1.00)

2.50 2.35 2.50 2.35 2.50 2.10

中央区 東京都 国

１人当たり平均支給額（６年度） １人当たり平均支給額（６年度）
―

1,738 2,053

 調整率  調整率 83.70



（３）地域手当（令和７年４月１日現在）

千円

円

(注）　　地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員
の給与水準を比較するため、地域手当の支給割合を用いて補正したラスパイレス指数です。
（補正前のラスパイレス指数×（１＋中央区の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に基
づく地域手当支給割合）により算出します。）

（４）特殊勤務手当　（令和７年４月１日現在）

福祉業務
手当○○

 該当する業務
 に従事したも

 の

児童及び妊産婦の福祉に関連する業務 日額950円

414 千円

教員特殊
業務手当

幼稚園教諭
幼稚園の管理下において行う非常災害等
の緊急業務

日額8,000円～16,000円 0 千円

路上生活者の施設等への移送又は路上生
活者の道路、公園、水面等の不法占用物
に係る撤去業務

日額300円

清掃業務
従事手当

清掃事務所 廃棄物の処理に関連する業務 日額700円 12,851 千円

特定化学物質等、第一種有機溶剤等又は
その他これらに準ずる有害な薬物を使用
する試験、研究、検査若しくは作業の業
務又は当該薬物を使用する現場等の公害
の実査若しくは取締の業務

日額200円

家庭を訪問して行う、身体介護作業又は
室内環境整備作業の業務

日額300円

危険業務
手当○○

 該当する業務
 に従事したも

 の

児童の一時保護を行う業務 日額1470円

273 千円一類感染症等の対応の必要が生じた感染
症又は新感染症の患者等に接する業務

日額650円

二類感染症、三類感染症等の対応の必要
が生じた感染症の患者等に接する業務

日額300円

結核患者に接する業務 日額150円

乗用貨物用昇降機の検査業務 一台につき400円

建築現場等において地上十メートル以上
三十メートル未満の足場の不安定な箇所
で行う工事監督、検査、公害の実査又は
取締の業務

日額300円

建築現場等において地上三十メートル以
上の足場の不安定な箇所で行う工事監
督、検査、公害の実査又は取締の業務

日額400円

児童の生活指導又は育成の業務 日額1,470円

職員全体に占める手当支給職員の割合（６年度） 9.4 ％

手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ） 　　　　　　5　　（幼稚園教諭適用分含む）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 支給実績（６年度決算）

養護学園
業務手当

宇佐美学園 千円2,608

％

支 給 実 績 （ ６ 年 度 決 算 ） 16,146 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（６年度決算） 104,170 円

柏　学　園
（千葉県柏市）

7.0 ％ 1 人 7.0

地域手当補正後ラスパイレス指数
（ラスパイレス指数）

        99.9
       (99.9)

％

宇佐美学園
（静岡県伊東市）

2.0 ％ 12 人 2.0 ％

支給対象地域 支給割合 支給対象職員数 国の制度（支給割合）

中　央　区 20.0 ％ 1,762 人 20.0

支 給 実 績 （ ６ 年 度 決 算 ） 1,210,244

支給職員１人当たり平均支給年額（６年度決算） 692,959



（５）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（６）その他の手当（令和７年４月１日現在）

　配偶者：4,000円

　子：9,500円

　配偶者及び子以外の扶養親族：6,000円

　　※15～22歳の子1人あたり4,000円を加算※満16歳年度初め～満22歳年度末の子

　1人あたり4,000円を加算

　月　額　8,300円

　(加算額 満32歳までの職員 9,300円～18,700円)

千円 31,892 円

　支給対象者の級号給に応じて1,120円～4,150円

76,873 円
別勤務手当 　部長級　 6時間以下12,000円　6時間超18,000円

　課長級 　6時間以下10,000円　6時間超15,000円

義務教育等
教員特別手
当○○○○

義務教育諸学校の教育職員に優秀な人材を確保するこ
とを目的とした手当 － － 2,902

68,843 円　通常　　　5時間未満4,450円　5時間以上 8,900円

　年末年始　5時間未満5,600円　5時間以上11,200円

管理職員特
管理又は監督の地位にある職員が臨時又は緊急の必要
等により週休日又は休日に勤務した場合に支給

異なる 支給単価 5,458 千円

千円 93,761 円

　勤務１時間当たりの単価×25％

宿日直手当

宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に支給

異なる 支給単価 4,199 千円

　勤務１時間当たりの単価×135％

夜勤手当
正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前５時ま
での間に勤務を命ぜられた職員に対し支給 同じ － 1,031

円

　基礎額30,000円　加算額14,000円以内

休日勤務手当
休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜ
られた職員に対し支給 同じ － 34,216 千円 152,751 円

2,686,000 円

　支給期間に応じて122,300円～315,200円

単身赴任手当
公署を異にする異動等に伴う転居のため配偶者と別居
し、単身で生活することを常況とする職員に支給 異なる 支給単価 0 千円 0

1,181,768 円　部長　127,600円　　重要困難課長　101,500円

　課長　 92,300円

初任給調整
手当○○○

科学技術等の専門的な知識を有する職員の採用を容易
にし、民間における賃金との較差を考慮して支給（区
は医師及び歯科医師のみ支給）

異なる
支給期間
及び単価

8,058 千円

管理職手当

管理又は監督の地位にある職員に対し支給

異なる 支給単価 103,996 千円

円

通勤手当
通勤のために交通機関、交通用具を使用する職員に対
し支給 異なる

交通用具利用者
の単価及び支給

限度額
261,803 千円 166,330 円

　支給限度額　１カ月当たり55,000円

千円 174,658 円

住居手当

世帯主等である職員のうち、自ら居住するために住宅
を借り受け、月額27,000円以上の家賃を支払う職員に
対し支給

異なる
内容及び
支給単価

82,811 千円 168,316

支給実績
支給職員
１人当たり
平均支給年額（６年度決算）

※特別職を除く （６年度決算）

扶養手当

扶養親族を有する職員に対し支給

異なる 支給単価 73,531

職員１人当たり平均支給年額（６年度決算） 499

手当名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支 給 実 績 （ ５ 年 度 決 算 ） 654,113

職員１人当たり平均支給年額（５年度決算） 465

支 給 実 績 （ ６ 年 度 決 算 ） 656,266



５　特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円
／

円

（１期の手当額）

（注）　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月）勤めた場合におけ
る退職手当の見込額です。       

６　職員数の状況

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

＜参考＞

　人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

＜参考＞

　人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

＜参考＞

　人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

]
（注） 1 職員数は一般職に属する職員で、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、会計年度任用

職員（パートタイム）を除いています。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。2 [　　]内は、条例定数の合計です。

3 類似団体の人口1万人当たり職員数については、国からの情報提供があり次第掲載します。

64.53

91.99

58.43

78.49

再開発事務増等による増

相談融資体制強化による増

欠員補充による増

欠員補充による増

[　1,800　］ [　0　］ 94.07

公
営
企
業
等

　
会
計
部
門

国 保 等 39 39 0

小　　計 39 39 0

教育部門 244 253 9 幼稚園のクラス増等による増

小　　計 1,674

合　　計
1,713 1,763 50

[　1,800　］

土　　木 216 217 1

民　　生 554 567 13

衛　　生 259 266 7

1,724 50

1 0

防災関連事務増等による増

税　　務 51 53 2 定額減税に伴う不足額給付金事務等による増

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　　会 14 14 0

総務・企画 317 334 17

　　　　　　区　分
　部　門

職 員 数 対前年
増減数

主な増減理由
令和６年 令和７年

計 1,430 1,471 41

商　　工 18 19 1

労　　働 1

（支給時期）

区　長 　1,164千円×在職年数×440/100 20,487千円 任期毎

副区長 　　933千円×在職年数×310/100 11,570千円 任期毎

（６年度支給割合） 3.60 月分副議長

議　員

退
職
手
当

（算定方式）

備　考

618,000 637,000 600,200

期
末
手
当

区　長
（６年度支給割合） 3.60 月分

副区長

議　長

報

酬

議　長 940,000 975,000 863,700

副議長 798,000 832,000 770,400

議　員

給

料

（参考）特別区における最高／最低額

区　長 1,164,000 1,305,000 921,600

副区長 933,000 1,042,000 817,100

区　　分 給　料　月　額　等



（２）年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在）

　

（３）職員数の推移
（単位：人・％）

（注）　各年における総務省定員管理調査において報告した部門別職員数です。

普通会計計 1,551 1,595 1,615 1,629 1,672 1,722 171 (11.0)　

175 (13.5)　

教　　育 257 253 244 248 244 253 ▲4

令和６年 令和７年
過去５年間の
 増減数（率）

一般行政 1,294 1,342 1,371

172 (10.8)　

39 1 (2.6)　

総　合　計 1,589 1,636 1,654 1,667 1,711 1,761

公営企業等会計計 38 41 39 38 39

1,381 1,428 1,469

(▲1.6)　

77 131 145 106 1,763

　　　　　年　度

　部門別
令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

職員数

～ ～ ～

人 人

3 154 252 237 260 170 127 101

人 人 人 人 人 人

51歳 55歳 59歳 以上

人 人 人 人 人

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳

～ ～ ～ ～ ～ ～区　分 ～

40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳
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構成比

５年前の構成比


